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官
房
副
長
官
、
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
に
対
す
る
外
務
審
議
官
の
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
設
置
さ
れ
た
か
。

二

二
〇
〇
六
年
十
一
月
六
日
発
売
の
「
週
刊
現
代
」
（
講
談
社
）
に
同
年
十
月
六
日
、
西
田
恒
夫
外
務
審
議
官
（
以
下
、

「
西
田
審
議
官
」
と
い
う
。
）
が
報
道
関
係
者
に
語
っ
た
内
容
に
つ
い
て
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、

「
西
田
審
議
官
」
の
発
言
と
し
て
、

「
な
ぜ
い
ま
さ
ら
的
場
順
三
（
前
大
和
総
研
理
事
長
・
七
十
二
歳
）
が
内
閣
官
房
副
長
官
に
選
ば
れ
た
の
か
わ
か
ら
な

い
。
民
間
か
ら
の
抜
擢
を
意
識
し
た
ん
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
事
務
担
当
の
官
房
副
長
官
は
、
霞
が
関
に
に
ら
み
を
き
か
せ

る
の
が
仕
事
だ
。
だ
か
ら
旧
内
務
省
系
の
官
僚
の
ほ
う
が
本
当
は
や
り
や
す
い
（
的
場
氏
は
旧
大
蔵
省
Ｏ
Ｂ
）
。
民
間
出
身

で
あ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
外
交
で
ま
っ
た
く
実
績
も
な
い
小
池
百
合
子
が
安
全
保
障
担
当
の
首
相
補
佐
官
に
選
ば
れ

た
の
も
、
ま
っ
た
く
理
由
が
わ
か
ら
な
い
。
不
思
議
だ
」

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

三

二
の
発
言
を
「
西
田
審
議
官
」
が
行
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。

四

外
務
省
は
的
場
順
三
氏
が
内
閣
官
房
副
長
官
に
選
ば
れ
た
理
由
が
わ
か
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
か
。

一



五

外
務
省
は
事
務
担
当
の
内
閣
官
房
副
長
官
が
民
間
出
身
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
。

六

外
務
省
は
小
池
百
合
子
内
閣
総
理
大
臣
補
佐
官
が
外
交
で
ま
っ
た
く
実
績
を
持
た
な
い
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
か
。

有
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
具
体
的
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


